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第２次安曇野市総合計画 基本構想・後期基本計画 

策定方針 
 

１ 計画策定にあたっての基本的な方針  

総合計画は、安曇野市自治基本条例（平成 29年安曇野市条例第４号）において規定す

る市政運営の基本となる計画であり、各種計画の最上位に位置するものです。 

この安曇野市を取り巻く環境変化・地域課題に的確に対応し、市民の皆様とまちづく

りの方向性を共有しながら夢や希望の実現に取り組んでいくため、「第２次安曇野市総合

計画 基本構想・後期基本計画」を策定します。 

  

（１）計画の策定にあたって検討すべき事項 

近年、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大や深刻化する気候変動、ＳＤＧｓ

に関する取組の加速など、これまでの延長線上にない大きな変化が生じています。 

こうした時代の潮流に的確に対応するため、次期計画の策定にあたっては、「後期基

本計画」に加え、「基本構想」の見直しも含め検討いたします。 

 

○主な検討事項（例示） 

・「基本構想」の見直し 

・「新型コロナウイルス感染症」への対応 

・激甚化する「災害」への対策（ハード・ソフト両面での防災対策） 

・市民の利便性向上と業務効率化のための「デジタル化の推進」 

・「ＳＤＧｓ」達成に向けた具体的な取組（ゼロカーボン、エシカル消費など) 

・「松本糸魚川連絡道路」の活用方針 

・移住・定住促進のための「シティプロモーション」、「シビックプライドの醸成」 

 

（２）策定にあたっての基本的視点 

後期基本計画の策定作業にあたっては、次の視点、考え方により進めます。 

 

○ まちづくりの方向性の明確化 

・現状分析を丁寧に行い、まちづくりを進める上での諸課題に的確に対応する基本

計画となるよう努めます。 

・詳細な取組内容や財源などについては、それぞれの分野の個別計画に委ね、明確

で分かりやすい内容、レイアウトの冊子となるよう工夫を凝らします。 

 

○ 市民参画ときめ細かな意見交換による策定 

・施策全般にまたがる計画であるため、総合計画審議会での調査・審議に加え、ア

ンケート、ワークショップなどを実施しながら策定作業を進めます。 

・また、庁内においても全部局に関係する計画であることから、職員間の協議・調

整を、きめ細かく行いながら策定作業を進めます。特に、各種個別計画との整合

には十分留意しながら作成することとします。 
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○ 後期基本計画における進捗管理の検討 

・多様化する行政ニーズへの対応のため、限られた財源と人材を真に必要な取組に

集中させる必要があります。このため、後期基本計画で取組む施策の検討と同時

に、進捗管理の手法の検討も行い、具体的な評価の流れを計画内に記載すること

で、ＰＤＣＡの強化を図ります（数値目標、評価の単位、評価対象事業の選定な

ど） 

 

２ 計画の位置づけ  

  この計画は市政運営の基本であり次の性格を有します。 

・ 安曇野市自治基本条例に規定する総合計画 

 ・ 国土利用計画法に規定する国土利用計画（市計画）※統合済 

・ まち・ひと・しごと創生法に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略【新規】 

・ ＳＤＧｓ達成への寄与【新規】 

 

３ 計画の期間  

後期基本計画は、令和５年度から令和９年度までの５か年とします。 

  

４ 策定体制  

（１） 総合計画審議会 

 総合計画の策定に関し、必要な事項を調査及び審議するため設置します。 

なお、後期基本計画から総合計画に統合する「安曇野市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」については、これまで有識者による進捗管理を行ってきました。 

このため、この総合戦略に関する部分（具体的には人口減少・少子高齢化、地域活力

の維持に関する取組）については、今後も、総合計画審議会による検証を行う予定です。 

 

（２）庁内体制 

理事者及び部局長で構成する「安曇野市総合計画策定・推進本部」を設置します。 

この本部の開催は、計画に関する重要事項の協議のみとし、個別の協議・調整は事務

担当レベルの打ち合わせや庁内ネットワーク、メールなどを活用し効率的に進めます。 

 

５ 主なスケジュール  

 おおむね次のとおり進めます。 

日程 項目 主な内容 

令和４年１月 14日  全体政策会議 策定方針などの調整 

令和４年２月 15日頃 民間シンクタンク委託  

令和４年２月上中旬 総合計画審議会・庁内本部 総計審：全５回開催予定 
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日程 項目 主な内容 

～令和５年１月 本部：随時開催 

令和４年２月 10日 全員協議会 策定作業着手の報告 

令和４年６月 20日頃 全員協議会 市民アンケート報告 

令和４年９月 15日頃 全員協議会 計画素案報告① 

令和４年 11月 15日頃 全員協議会 計画素案報告② 

令和４年 11月～12月 パブリックコメント 受付 30日 

令和５年 1月 審議会答申  

令和５年２月 計画案決定  

令和５年２月～３月 ３月定例会 議決・公表 

 

 

※この策定方針は、今後の策定過程で変更する場合があります。 

 

 

 

  

担当：安曇野市政策部政策経営課企画担当 

電話：0263-71-2401 

メール：seisakukeiei@city.azumino.nagano.jp 
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図 1：総合計画の構成 

 

図 2：総合計画基本構想・前期基本計画の体系図 

 

参考：総合計画の構成など 


